
令和７年度第二回措置等報告評価検討会の開催について 

○ 令和８年２月５日に令和７年度第二回措置等報告評価検討会を開催し、令和７年８月２５日に開催した第一回措置等

報告評価検討会において同検討会委員からお示し頂いた主な御意見について、矯正局において検討した結果を下表のと

おり報告しました。

【措置等報告評価検討会委員からお示し頂いた主な御意見に係る検討結果】 

検討会委員からお示し頂いた主な御意見 検討結果 

１ 

 職員育成に関して、講師と受講者、上司と部下といっ

た垂直方向だけでなく、職員同士が互いに学び合う水平

方向の研修を充実させること。  

また、年代や職種、勤務箇所等による職員意識の差に

ついて丁寧に分析した上で、職務環境改善のために必要

な対応策を検討すること。 

 新たに職員となった者に対する研修やキャリアに応じた

各種研修などにおいて、知識を付与する講義形式の研修の

みならず、意見交換や討議などといった、研修員同士で考

え、互いに学び合うことができる形式の研修も積極的に行

っている。 

矯正官署で勤務する職員に対するアンケートを実施し

て、年代や職種などの属性による意識の違いを分析したと

ころ、同結果等も踏まえ、矯正行政の２０３０年までの中

長期的な運営方針となる「矯正行政の運営戦略２０３０」

に職員の健康幸福に関する取組を盛り込んでいるところ、

引き続き職務環境改善に向けて取り組む。 

２ 

 物価高騰や気候の変化を踏まえ、食事の給与や冷暖房

設備の設置、使用等について必要な予算を確保するよう

引き続き努めること。 

令和８年度予算案（令和７年１２月２６日閣議決定）に

おいて、物価高騰影響分の予算が計上された。引き続き、

市場の動向を踏まえ、必要な予算の確保に努める。 

また、冷暖房設備の設置については、予算状況及び施設

所在地における気象条件等を踏まえ、順次、整備を進めて

おり、引き続き、冷暖房設備の設置に必要な予算の確保に

努める。 
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３ 

 視察委員会の負担軽減策について、引き続き検討する

こと。 

また、拘禁刑の導入に伴う処遇の充実等、矯正全体及

び各矯正施設が注力して取り組んでいる事項について、

視察委員会に対する情報提供、国民に対する情報発信に

積極的に取り組むこと。 

 視察委員会の負担軽減に向け、実情を把握した上で、引

き続き対応を検討する。 

また、視察委員会に対するより積極的な情報提供に努め

るとともに、矯正局公式Ｘ等を活用するなど、国民に対す

る積極的な情報発信に努める。 

４ 

 物品の貸与及び支給又は自弁については、社会一般に

おける在り方との差が大きくならないよう、中長期的視

点に立ち、改善できる点はないか引き続き検討するこ

と。 

被収容者に貸与等する物品の範囲については、被収容者

の自律性・自主性のかん養の観点も踏まえ、引き続き、適

切な運用を検討する。 

また、矯正施設における物品販売等の運営事業（第４期）

については、令和７年９月３日、公募により、株式会社テ

ィーガイアを事業実施者に決定した。 

５ 

 被収容者からの疾病等の申出に対しては、カルテにそ

の内容や当該申出に対して医師がどのような見立てを

して検査や処方等の要否を判断したのか等を適切に記

載するとともに、本人に対しては当該判断が医師の医学

的見地に基づくものであることを丁寧に説明すること。 

疾病等のある被収容者に対して、医師がその専門的な知

見に基づき診療を行い、当該被収容者の症状に応じた検査

の実施や薬剤の処方など必要な医療上の措置を講じた場合

は、今後もカルテに適切に記録を残すとともに、その治療

内容等について、被収容者から十分な理解を得られるよう

に引き続き丁寧な説明を行っていく。 



６ 

 拘禁刑の導入を踏まえた受刑者の自主性・自立性のか

ん養や、学習意欲の向上等に寄与する方策を検討するこ

と。 

また、拘禁刑下における規律及び秩序の維持の在り方

について、矯正全体として検討し、施設間での問題意識

や良好事例の共有を図ること。 

 グループワーク等の実施を通じて、出所後の就労や就労

後の定着のために必要な能力の向上を図るコミュニケーシ

ョン能力等向上作業を整備し、全国７１庁で実施している。 

一部の刑事施設では、中学・高校教育の機会を希望者に

提供しているところ、松本少年刑務所における中学校教育

について、令和８年度からは一部男女共学化し、これまで

の倍の人員での開講を予定している。 

規律秩序の維持に関する訓令及び通達を改正し、「動的保

安」について定めたほか、良好事例の共有等を含めた規律

及び秩序の維持に関する研修を実施している。また、拘禁

刑下における作業拒否等への対応についての協議を踏まえ

て、今後、拘禁刑下の懲罰の運用に係る通知を発出する。 

７ 

 在院者の個別事情に応じた適切な指導を実施すると

ともに、職員の負担軽減策等を講ずることにより、少年

院における矯正教育の更なる充実を図ること。 

少年院においては、在院者の個々の特性に応じた処遇の

充実と職員の負担軽減を図るため、令和６年度以降、一部

の矯正教育について弾力的な運用を可能とする試行を実施

しているところであり、その状況等を踏まえつつ、引き続

き検討する。 

８ 
 被収容者の外部交通の機会の確保及び適正な運用に

引き続き努めること。 

被収容者の外部交通について、引き続き、適切な運用に

努める。 

 


